
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

名古屋市住宅都市局都市計画部ウォーカブル・景観推進室 
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屋外広告業登録申請書・ 

添付書類を作成 

市（ｳｫ-ｶﾌﾞﾙ・景観推進室）へ提出 

申請書類等の審査 

登録手数料の納付 

屋外広告業者登録証の発行 

営業開始 
（帳簿の備付け・標識の掲示）  

 

屋外広告業登録手続の流れ 
 

納入通知書の送付 

登録手数料の入金確認 

は市（ウォーカブル景観推

進室）の事務 

※市役所西庁舎４Ｆ 

ＯＫ 

書類に不備があった場合 

※納入通知書を指定の金融機関に

お持ちいただき、登録手数料を入

金していただきます。 

令和 5 年 6 月 23 日 

より、押印を廃止 

しました。 



 - 2 - 

  

 

平成１６年６月に屋外広告物法が改正され、屋外広告業の登録制度が創設されました。 

これを受けて、名古屋市においても屋外広告物条例を改正し、登録制度を実施してい

ます。平成１８年７月１日から、本市内で屋外広告業を営むためには事前に市長の登録

を受けていただく必要があります。 

 なお、従来の届出制度は平成１８年６月末日をもって終了しました。 

 

 

 

名古屋市内で屋外広告業を営む方が、登録の対象となります。市内に営業所がなくて

も、市内で屋外広告物の表示や設置工事を行う場合も含まれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市長の登録を受ける方は、登録申請書と添付書類を市に提出し、手数料（10,000 円）

を納付して下さい。（詳細はＰ６「登録申請等の手続について」） 

なお、登録にあたっては、業務主任者の設置と登録の拒否事由に該当しないことが必

要です。 

 

 

 

屋外広告業者は、営業所ごとに次に該当する者の中から業務主任者を選任する必要が

あります。 
 

・屋外広告士の試験に合格した者 

・本市及び都道府県・指定都市・中核市の行う屋外広告物講習会の課程を修了した者（こ

れまでに受講していれば改めて受講しなくても結構です） 

・職業能力開発促進法に基づく、広告美術仕上げに係る職業訓練指導員免許所持者、技能

検定合格者または職業訓練修了者 

 

 

屋外広告業登録制度について 

 

１．登録する必要のある方 

２．登録の申請 

３．登録要件Ⅰ 業務主任者の設置 

屋外広告業とは 

「屋外広告業」とは、屋外広告物の表示や掲出物件（広告板など）の設置を行

う営業のことで、具体的には施工業者が該当します。 
 

・元請け、下請けは問いません。 

・上記の営業を行わない広告代理業、看板製作業は該当しません。 
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下記の登録の拒否事由に該当する場合には、登録を受けることができません。 
 
・申請書や添付書類の重要な事項に虚偽の記載がある場合、重要な事実の記載が欠けてい

る場合 

 ※登録の取消しを受けてから２年経過していない者 

 ※法人である屋外広告業者が登録を取り消された場合において、その処分前３０日以内に

当該法人の役員であった者で、処分日から２年を経過しない者 

 ※営業停止命令を受け、その停止期間が経過していない者 

※屋外広告物法に基づく条例またはこれに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、

その執行を終わり、または受けることがなくなった日から２年経過していない者 

・未成年者の法定代理人が ※のいずれかに該当する場合 

・法人の役員のうち ※のいずれかに該当する者がある場合 

・営業所ごとに業務主任者を選任していない場合 

 

 

 

登録の申請手続が終了すると、市は申請のあった事項、登録年月日、登録番号を屋外

広告業者登録簿に登録します。この登録簿は市役所（ウォーカブル・景観推進室）で閲

覧できます。また、市は申請者に屋外広告業者登録証を交付します。 

屋外広告業者は、営業所ごとに、標識（屋外広告業者登録票）を見やすい場所に掲示

し、営業の記録を記載した帳簿を備える必要があります。 

 

・営業所ごとに備える帳簿には、注文者の氏名および住所（法人の場合は名称および所在地）、

広告物の表示または掲出物件の設置場所、表示した広告物等の名称または種類および数量、

表示・設置年月日、請負金額を記載する必要があります。様式は任意ですが、名古屋市ホ

ームページに掲載されている様式「屋外広告業営業記録簿」を参考にしてください。 

・帳簿は各事業年度の末日をもって閉鎖し、その後５年間営業所ごとに保存する必要があり

ます。（電子データによる記録、保存も認められます。） 

 

５．登録の実施 

業務主任者の業務 

業務主任者の業務は、下記の業務を総括することです。 
  

・屋外広告物条例など、広告物に関する法令の遵守に関すること  

・広告物等の設置工事の適正な施工や安全の確保に関すること  

・営業所ごとに備える帳簿の記載に関すること 

・その他当該営業所における業務の適正な実施を確保すること 

 

４．登録要件Ⅱ 登録の拒否事由にあたらないこと 
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登録を受けた後、登録事項に変更があった場合、市内での屋外広告業を廃業する等の

場合は、その日から３０日以内に届出が必要です。詳しくはＰ７「登録事項の変更の届

出」及びＰ８「廃業等の届出」をご覧ください。  

 

 

 

登録の有効期間は５年間です。登録有効期間の満了後も引き続き屋外広告業を営む場

合は、更新登録の申請が必要となります。詳しくはＰ８「登録の更新」をご覧ください。 

 

  

 

 次の場合には、屋外広告業の登録を抹消します。 
 

 ・登録を更新しないで登録の有効期間が満了したとき 

・廃業等があったとき 

・行政処分により登録が取り消されたとき 

 

６．登録の変更、廃業等 

屋 外 広 告 業 者 登 録 票 

氏      名 

（法人の場合は名称 

及び代表者氏名） 

 

 

 

登 録 番 号 名 古 屋 市 （ 登  －   ）第   号 

登 録 年 月 日 年  月  日  

営 業 所 の 名 称  
 

業務主任者の氏名 
 

備考 大きさは、縦35センチメートル以上、横40センチメートル以上とする。 

 

 

 

屋外広告業者登録票の様式 

第 18 号様式 

７．登録の有効期間、更新 

８．登録の抹消 
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屋外広告業者の違反行為に対しては、次のような刑罰等を科せられることがあります。 
 

１年以下の懲役または５０万円以下の罰金  

・登録を受けないで屋外広告業を営んだ者  
・不正の手段により登録を受けた者  
・営業停止の命令に違反した者  
 

５０万円以下の罰金 

・屋外広告物条例の定めにより市長が求める報告や資料の提出、市による立入検査や質問
に対し、拒否、妨害、虚偽の報告や答弁等をした者  

・登録事項の変更について届出をせず、または虚偽の届出をした者  
・業務主任者を選任しなかった者  

 

※なお、上記の刑罰については、行為者のほか法人等の使用者にも刑罰が科せられるこ

とがあります。 
 

５万円以下の過料  

・屋外広告業の廃業等の届出を怠った者  
・営業所に屋外広告業者登録票を掲げない者  
・営業所に帳簿を備えず、帳簿を記載せず、虚偽の記載をし、または帳簿を保存しなかっ
た者 

 

 

 

屋外広告業者が次のいずれかに該当するときは、市はその屋外広告業者の登録を取消

し、または６ヶ月以内の期間でその営業の全部もしくは一部の停止を命じることがあり

ます。 
 
・不正の手段により屋外広告業の登録（更新を含む）を受けたとき 
・登録の拒否事由に該当することとなったとき 
・登録事項の変更について届出をせず、または虚偽の届出をしたとき  
・屋外広告物法に基づく条例、これに基づく処分に違反したとき  
 

これらの処分を行った場合、市は屋外広告業者監督処分簿に処分した者やその内容等

を記録します。この処分簿は市役所（ウォーカブル・景観推進室）で閲覧することがで

きます。 

 

 

本市では、屋外広告業の登録制度を適切に運用するため、「屋外広告業等に係る行

政処分及び措置に関する要綱」を定め、平成２１年４月１日から施行しています。こ

れは、違反行為を行った登録業者に対する処分基準や無登録業者に対する措置などの

取扱いを定めたものです。今後、違反行為等がなされた場合は、当該要綱に基づいて

行政処分等を行うことがあります。 

 

 

９．罰 則 

１０．登録の取消、営業の停止 
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登録の申請に必要な書類は、次のとおりです。必要書類を確認のうえ、ウォーカブ

ル・景観推進室（市役所西庁舎４階）へ提出してください。書類への記載方法は、別資

料の記入例を参考にしてください。 

書   類（様式番号） 
申請者 

法人 個人 

登録申請書（第10号様式） ○ ○ 

誓約書（第11号様式） ○ ○ ※1 

登記事項証明書 

（申請日前３月以内に発行されたものに限ります。コピーは受

付できません。） 

○ ※4 ― 

住民票の抄本又はこれに代わる書面  

（申請日前３月以内に発行されたものに限

ります。コピーは受付できません。） 

申請者 ― ○ ※1 

役員 ― ― 

業務主任者 ○ ○ ※2 

略歴書（第12号様式） 

申請者 ― ○ ※1 

役員 ○ ※3 ― 

業務主任者 ― ― 

業務主任者が条例第２５条第１項各号のいずれかに該当

することを証する書面 

（次のいずれかのコピーを提出してください。） 

・屋外広告士登録証 

・屋外広告物講習会修了証 

・公共職業訓練又は認定職業訓練修了証、職業訓練指導

員免許証、技能検定合格証（いずれも広告美術科又は

広告美術仕上げに係るものに限ります。） 

○ ○ 

○…提出必要書類 ―…提出不要書類 

※1 登録申請者が未成年者である場合には、本人だけでなくその法定代理人も住民票の

抄本等、略歴書が必要になります（法定代理人が法人の場合は、登記事項証明書、法

人役員の略歴書）。誓約書には、申請者の下欄に法定代理人の住所、氏名を記入し、

押印してください（法定代理人が法人の場合は、所在地、名称及び代表者氏名を記入

し、押印してください）。未成年者でも民法第６条の規定により営業を許されている

場合は、未成年者登記の履歴事項証明書を提出してください。 

※2 申請者が個人で、申請者と業務主任者が同一の場合は、住民票は１通で構いません。 

※3 申請者が法人の場合は、役員全員の略歴書が必要です。なお、監査役、監事、有限

責任社員及び事務局長等は役員に含みません。 

※4 更新の場合は「履歴事項全部証明書」を提出してください。 

 

登録申請等の手続について 

１．登録の申請 
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登録事項に変更があった場合は、変更の日から３０日以内に屋外広告業登録事項変更届

出書（第14号様式）１部を提出してください。変更事項に応じて、次の表のとおり添付書

類が必要になります。なお、氏名（法人の場合は、名称または代表者の氏名）または住所

を変更した場合は、届出書の提出に併せて屋外広告業者登録証を返却してください。  

変 更 事 項 必 要 添 付 書 類 

法人申請者  名称、住所  
屋外広告業者登録証 

登記事項証明書 ※5  

個人申請者  氏名（改姓）、住所  
屋外広告業者登録証 

住民票の抄本又はこれに代わる書面 ※6 

営業所  

新設廃止  
登記事項証明書 ※5 

（登記の変更があった場合に限ります。） 
既設営業所の名称、

所在地  

法人の役員  
交替  

１．誓約書（誓約するのは法人の代表者です。）  

２．登記事項証明書 ※5 

３．略歴書（新役員分のみ提出してください。）  

氏名（改姓）  登記事項証明書 ※5  

未成年者で

ある申請者

の法定代理

人 

法定代

理人が

法人の

場合 

交替  

１．誓約書 ※7 

２．登記事項証明書 ※5  

３．法人役員の略歴書 

名称、住所  登記事項証明書 ※5  

法定代

理人が

個人の

場合 

交替  

１．誓約書 ※7 

２．住民票の抄本又はこれに代わる書面 ※6  

３．略歴書 

氏名（改

姓）、住所 
住民票の抄本又はこれに代わる書面 ※6 

業務主任者  
交替  

１．業務主任者が条例第２５条第１項各号のいず

れかに該当することを証する書面  

≪次のいずれかのコピーを提出してください。≫ 

・屋外広告士登録証  

・屋外広告物講習会修了証  

・公共職業訓練又は認定職業訓練修了証、職業訓

練指導員免許証、技能検定合格証（いずれも広告

美術科又は広告美術仕上げに係るものに限ります。） 

２．住民票の抄本又はこれに代わる書面 ※6  

氏名（改姓）  住民票の抄本又はこれに代わる書面 ※6  

※5 「履歴事項全部証明書」を添付してください。申請日前３月以内に発行されたも

のに限ります。コピーは受付できません。 
※6 申請日前３月以内に発行されたものに限ります。コピーは受付できません。 

※7 申請者の下欄に、新法定代理人の住所及び氏名（法人の場合は、所在地、名称及

び代表者氏名）を記入し、押印してください。 

 

 

２．登録事項の変更の届出 
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市内での屋外広告業を廃業する等の場合は、廃業等の日（死亡したときは、その事実

を知った日）から３０日以内に屋外広告業廃業届出書（第15号様式）１部を提出してく

ださい。なお、廃業等の場合において届出義務のある方は、次の表のとおりです。また、

届出書の提出に併せて屋外広告業者登録証を返還してください。 

  

廃 業 等 の 内 容  届 出 義 務 者  

名古屋市内において屋外広告業を廃止したとき  屋外広告業者であった者  

死亡したとき  その相続人  

法人が合併により消滅したとき  その法人を代表する役員で

あった者  

法人について破産手続開始の決定があったとき  その破産管財人  

法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由によ

り解散したとき  
その清算人  

 

 

 

登録の更新は、登録有効期間満了の３０日前までに申請する必要があります。更新登

録の申請に必要な書類は登録申請時と同じです。詳しくはＰ６「登録の申請」をご覧く

ださい。 

 

 

 

登録申請または更新登録申請の際は、１件につき10,000円の登録手数料が必要となり

ます。登録申請書類の審査後、申請者等に納入通知書を郵送しますので、指定の金融機

関で入金してください。 

 

事務内容 事務手数料 

登録 10,000 円 

変更の届出    ― 

廃業等の届出    ― 

更新 10,000 円 
 

 

 

登録申請書等の提出書類は、原則として窓口で受け付けます。ただし、遠くにお住ま

いの方、その他やむをえない事情がある場合は、郵送により提出することもできます。

その際は、事務担当者の氏名、連絡先（郵送先、電話番号、ＦＡＸ番号等）が必ず分か

るようにしてください。 

３．廃業等の届出 

６．申請書等の提出 

４．登録の更新 

５．登録手数料 
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提出書類の様式は、ウォーカブル・景観推進室でも配布いたしますが、名古屋市ホー

ムページからダウンロードすることもできます。様式のダウンロードのページへは、次

のようにお進みください。 

名古屋市ホームページ（https://www.city.nagoya.jp/） 

トップページ「事業向け情報」＞「都市計画・建築」＞「屋外広告物」＞「屋外広告業

の登録制度」＞「様式ダウンロード」 

 

 

 

・窓口 

名古屋市住宅都市局ｳｫｰｶﾌﾞﾙ・景観推進室 屋外広告物係（市役所西庁舎４階） 

（受付：午前９時～１２時、午後１時～５時、土日祝除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

・交通 

 地下鉄名城線「名古屋城」地下直結、５番・６番出口すぐ 

・郵送先 

  〒４６０－８５０８ 名古屋市中区三の丸三丁目１番１号 

  名古屋市住宅都市局ウォーカブル・景観推進室 屋外広告物係 あて 

・電話番号  ０５２－９７２－２７３５ 

・ＦＡＸ番号 ０５２－９７２－４４８５（宛名は郵送先と同じ） 

・メールアドレス a2735@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp  

                                  

（5.3.10） 

７．様式のダウンロード 

８．窓口、郵送先など 

愛知県体育館 

国立病院機構 

名古屋医療 

センター 

市役所 

本庁舎 

県庁本庁舎 

東海財務局 

県庁西庁舎 合同庁舎第２号館 

中部経済産業局 

第
１
号
館 

合
同
庁
舎 

自
治
セ
ン
タ
ー 

市
役
所 

西
庁
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地
下
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名
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城 
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